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４．地域再生計画の目標 

   野木町は、栃木県の最南端にあって、東京から６０ｋｍ圏、宇都宮から４

０ｋｍ圏に位置し、栃木県の南の玄関口として、急速に発展している。人口

２６，１３４人（平成１７年１１月１日現在）面積３０．２５平方キロメー

トルで、町の西端に広大な水辺空間を構成する渡良瀬遊水地及び利根川水系

の思川と渡良瀬川（いずれも１級河川）がある。この自然を感じさせてくれ

る水辺は絶好の憩いの場、また思川は、上水道の水源地として、人々の生活

に多くの恵みを提供してきた。地形は平坦で、気候は温暖、地味も肥沃と、

気候風土ともに恵まれており、このような条件のもと、米・麦・果樹・施設

園芸などの農業が盛んである。町南部には野木工業団地があり、さらに、町

東部には民間開発の野木東工業団地が造られている。 

   一方、交通の利便さから、住宅が急増し、ベットタウン的色彩がみられる

ことに伴い、年々水質が悪化している。特に思川浄化センター南側周辺の水

路には、ほたるが多く生息していたが、近年はほとんど見られない状況であ

る。 

本町では、町の将来像を「水と緑と人の和でうるおいのあるまち」とし、

落ち着きと快適性をめざしたまちづくりとして、「新野木２１計画」を策定

した。この計画を構成する４つの要素のひとつ「水と緑と歴史のまちづく

り」は、思川、渡良瀬遊水地周辺の水辺を活用した拠点を核に、野木町を

代表する特性である豊富な「水」「緑」の環境及び「歴史」の資産を活用し

「水と緑と歴史資源の融合した親水空間づくり」をテーマに掲げている。

４．地域再生計画の目標 

   野木町は、栃木県の最南端にあって、東京から６０ｋｍ圏、宇都宮から４

０ｋｍ圏に位置し、栃木県の南の玄関口として、急速に発展している。人口

２６，１３４人（平成１７年１１月１日現在）面積３０．２５平方キロメー

トルで、町の西端に広大な水辺空間を構成する渡良瀬遊水地及び利根川水系

の思川と渡良瀬川（いずれも１級河川）がある。この自然を感じさせてくれ

る水辺は絶好の憩いの場、また思川は、上水道の水源地として、人々の生活

に多くの恵みを提供してきた。地形は平坦で、気候は温暖、地味も肥沃と、

気候風土ともに恵まれており、このような条件のもと、米・麦・果樹・施設

園芸などの農業が盛んである。町南部には野木工業団地があり、さらに、町

東部には民間開発の野木東工業団地が造られている。 

   一方、交通の利便さから、住宅が急増し、ベットタウン的色彩がみられる

ことに伴い、年々水質が悪化している。特に思川浄化センター南側周辺の水

路には、ほたるが多く生息していたが、近年はほとんど見られない状況であ

る。 

本町では、町の将来像を「水と緑と人の和でうるおいのあるまち」とし、

落ち着きと快適性をめざしたまちづくりとして、「新野木２１計画」を策定

した。この計画を構成する４つの要素のひとつ「水と緑と歴史のまちづく

り」は、思川、渡良瀬遊水地周辺の水辺を活用した拠点を核に、野木町を

代表する特性である豊富な「水」「緑」の環境及び「歴史」の資産を活用し

「水と緑と歴史資源の融合した親水空間づくり」をテーマに掲げている。 



新 旧 
特に生活環境整備の充実（公共下水道事業、農業集落排水事業、合併処理

浄化槽設置補助事業）は計画の重点事業であり、生活排水を処理するため

に昭和６３年度からは、合併処理浄化槽設置の補助金制度を、平成４年か

ら町の中心部で公共下水道事業、平成７年からは、農村地域である佐川野

地区で農業集落排水事業を実施し、平成１６年度末の汚水処理人口普及率

は、５４．２％にまで達したものの依然低迷している状況にある。 

このため、汚水処理施設の整備をより一層進めることで、河川や水路の

清流を再生し、従来生息していたメダカやほたるを取り戻し、自然に親し

む川づくりを行うとともに、地域資源や動植物を保護しようとする人々の

取組みを支援することで、自然環境の保全に対する意識の普及啓発を図り、

汚水処理施設整備によって再生された自然環境の維持を目指す。また、自

然に親しむことや自然環境学習の場を再生していくことで、町民が集い、

語り合いながら子供たちの笑顔で暮らせる、水と緑と人の和でうるおう「グ

リーン＆クリーン」野木町の再生を目指す。 

 

（目標１）汚水処理施設の整備促進（汚水処理人口普及率５４．２％から７０．２％に向

上） 

（目標２）子供たちが自然と出会える自然環境学習の場の創造（自然観察会の参加 ２０

０名/年） 

（目標３）逆川の水質改善（ＢＯＤ値：７．２ｍｇ/ｌから５．２ｍｇ/ｌに改善） 

 
（略） 

特に生活環境整備の充実（公共下水道事業、農業集落排水事業、合併処理

浄化槽設置補助事業）は計画の重点事業であり、生活排水を処理するため

に昭和６３年度からは、合併処理浄化槽設置の補助金制度を、平成４年か

ら町の中心部で公共下水道事業、平成７年からは、農村地域である佐川野

地区で農業集落排水事業を実施し、平成１６年度末の汚水処理人口普及率

は、５７％にまで達したものの依然低迷している状況にある。 

このため、汚水処理施設の整備をより一層進めることで、河川や水路の

清流を再生し、従来生息していたメダカやほたるを取り戻し、自然に親し

む川づくりを行うとともに、地域資源や動植物を保護しようとする人々の

取組みを支援することで、自然環境の保全に対する意識の普及啓発を図り、

汚水処理施設整備によって再生された自然環境の維持を目指す。また、自

然に親しむことや自然環境学習の場を再生していくことで、町民が集い、

語り合いながら子供たちの笑顔で暮らせる、水と緑と人の和でうるおう「グ

リーン＆クリーン」野木町の再生を目指す。 

 

（目標１）汚水処理施設の整備促進（汚水処理人口普及率６０％から７０％に向上） 

 

（目標２）子供たちが自然と出会える自然環境学習の場の創造（自然観察会の参加 ２０

０名/年） 

（目標３）逆川の水質改善（ＢＯＤ値：７．２ｍｇ/ｌから５．２ｍｇ/ｌに改善） 

 
（略） 



新 旧 
５－２ 法第五章の特別の措置を適用して行う事業 

 

（略） 

 

[整備量] 

 ・公共下水道         φ２００～２５０㎜ １８，８００ｍ 

  ・浄化槽（個人設置型）    ９２基 

   なお、各施設による新規の処理人口は下記の通り。 

   公共下水道 野木、野渡、南赤塚、丸林、潤島、若林地区で３，４０５人、

   浄化槽（個人設置型）３９６人 

 

[事業費] 

 ・公共下水道 

   事業費    ９７０，０００千円（うち、交付金４８５，０００千円）

   単独事業費  ３２０，０００千円 

  ・浄化槽（個人設置型） 

    事業費    ３６，０８８千円（うち、交付金 １２，０２９千円）

 合計 事業費  １，００６，０８８千円（うち、交付金４９７，０２９千円）

    単独事業費 ３２０，０００千円 

 
 

５－２ 法第四章の特別の措置を適用して行う事業 

 

（略） 

 

[整備量] 

 ・公共下水道         φ２００㎜ １８，８００ｍ 

  ・浄化槽（個人設置型）    ５９基 

   なお、各施設による新規の処理人口は下記の通り。 

   公共下水道 野木、野渡、南赤塚、丸林、潤島、若林地区で３，４０５人、 

   浄化槽（個人設置型）３７２人 

 

[事業費] 

 ・公共下水道 

   事業費    ９７０，０００千円（うち、交付金４８５，０００千円） 

   単独事業費  ３２０，０００千円 

  ・浄化槽（個人設置型） 

    事業費    ２３，０４８千円（うち、交付金  ７，６８２千円） 

 合計 事業費   ９９３，０４８千円（うち、交付金４９２，６８２千円） 

    単独事業費 ３２０，０００千円 

 
 

 


